
具体的な本人確認書類

身元確認書類

身元確認書類(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があるものが必要です)

以下のうち、いずれか1種類

・マイナンバーカード

・通知カード (注)記載事項の変更があった場合、情報が反映されていないものは使用できません。

・個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

番号確認書類

マイナンバー(個人番号)・本人確認書類について

マイナンバー(個人番号)を記入した申告書を提出する際には、以下のような

番号・本人確認書類が必要になります。

郵送の場合は、番号・本人確認書類の写しを同封してください。

【顔写真付身分証明書】
A

１種類お持ち下さい

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体

障害者手帳、写真つき社員証、学生証、在留カード、

年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当受給

証明書、資格確認書(従来の健康保険証はR7.12.2以降

本人確認書類としては使用できません)

B

2種類お持ち下さい

【顔写真無し身分証明書】

【公的書類】

印鑑登録証明書、戸籍附票の写し、住民票の写し、母

子健康手帳、写真なし社員証・学生証

A欄に定める身元確認書類１種類またはB欄に定める身元確認書類2種類をお持ちください。

区分


